
✔

✔

No 1090 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
営業六法台帳管理システム

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

旅館業、公衆浴場業、興行場、クリーニング業、理容業、美容業の許可・届出事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

 １氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５資格、６資格取得年月日、７休業理由、８行政処分

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

営業許可申請者及び営業届出者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

所在地

新潟県魚沼市大塚新田１１６－３

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

ー

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
営業者からの申請及び届出

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1091 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
食品営業許可管理システム

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

食品営業の許可・届出事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２住所、３生年月日、４電話番号、５FAX番号、６電子メールアドレス、７資格、８資格取得年月
日、９休業理由、10行政処分

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

食品営業許可申請者及び食品営業届出者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

所在地

新潟県魚沼市大塚新田１１６－３

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

ー

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
食品営業者からの申請及び届出

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

✔

No 1092 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（略称　建築物衛生法）に基づく登録事業ファイル

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

建築物衛生法に関する事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１　氏名、２　住所、３　生年月日、４　電話番号

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

登録事業者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

所在地

新潟県魚沼市大塚新田１１６－３

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

―

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
事業者からの申請又は届出

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1093 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
水道台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

水道法関連法規に関する事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１　氏名、２　住所、３　生年月日、４　電話番号

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

水道事業者及び水道布設者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

所在地

新潟県魚沼市大塚新田１１６－３

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

―

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
事業者からの申請又は届出

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1094 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
浄化槽台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

浄化槽法第5条等に基づき、地域振興局健康福祉部に浄化槽の設置等を届け出るもの。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２住所、３浄化槽設置対象人数、４建物の延床面積

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

浄化槽法第5条に基づき、浄化槽の設置届を提出した者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

所在地

〒946－0004　魚沼市大塚新田116-3

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人

記録情報の経常的提供先

一般社団法人　新潟県環境衛生中央研究所

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

No 1095 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
狩猟者台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

狩猟免許の交付、狩猟者登録状況の確認や再発行申請等に係る過去の交付内容、捕獲許可申請等で
確認するために利用。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１都道府県名　２狩猟者台帳機関　３団体区分　４データ登録日時　５データ更新日時　６狩猟者 ID　７
居住区分　８失効した台帳　９氏名・ふりがな　10改姓前氏名・ふりがな　11改姓年月日　12性別　13生
年月日　14郵便番号　15住所　16電話番号 17免許種別初めて交付を受けた年月日　18免許種別交付
日　19免許種別交付都道府県名　20免許種別免許番号 　21種別免許備考の記載条件　22免許種別登
録番号　23狩猟者登録_交付都道府県名　24免許種別狩猟場所　25免許別狩猟者登録年月日　26免許
種別返納年月日　27狩猟税減免措置対象者　28免許種別登録者備考の記載条件　29職業　30再交付
理由等　31再交付年月

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

申請者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部衛生環境課

所在地

〒946－0004　魚沼市大塚新田116-3

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

魚沼市内に住所を有する人のみ

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1096 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
療育相談実施記録

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部

相談を希望する保護者や支援者からの相談内容・結果を記録し、支援に利用する

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２生年月日、３住所、４、保護者氏名、５連絡先、６相談内容　７診察結果

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

対象児、対象児の家族、対象児を支援している関係者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

所在地

〒946-0004 新潟県魚沼市大塚新田116-3

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
相談を希望する保護者及び児を支援している関係者からの提供

記録情報の経常的提供先

ー

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1097 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
結核登録者名簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼振興局健康福祉部

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく事務に利用する。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受付年月日、２届出受付番号、３患者登録番号、４性別、５生年月日、６年齢、７住所、８医師氏名、９
診断名

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

医師から結核発生届のあった者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

所在地

〒946-0004 新潟県魚沼市大塚新田116-3

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
医師からの届出、積極的疫学調査等

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1098 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
母子父子寡婦福祉資金貸付金管理簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部

母子父子寡婦福祉資金貸付金の相談・貸付及び償還等の事務。

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５続柄、６学校名、７口座番号、８状況（死亡、自己破産等）

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

母子父子寡婦福祉資金貸付金相談及び申請書を提出した者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

所在地

〒946-0004 新潟県魚沼市大塚新田116-3

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
本人及び関係者からの相談・申請・届出、住民票等の調査

記録情報の経常的提供先

―

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1099 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
難病患者地域支援対策推進事業　訪問・指導対象一覧

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

要支援難病患者に対する適切な訪問相談・指導のために利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１疾患名、２疾患群、３認定日、４受給者番号、５氏名、６性別、７生年月日、８年齢、９郵便番号、10住
所、11地区、12受給者電話番号、13医療機関、14通院費対象区分、15日常生活自立度、16訪問基準、
17訪問実績、18前年度末現状等、19当年度末現状等、20介護支援専門員、21訪問看護事業所、22要
介護度、23身体障害者手帳の有無・等級、24前年度担当者、25当年度担当者、26 年度末訪問基準

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

要支援難病患者及び家族

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

所在地

〒946－0004　魚沼市大塚新田116-3

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
要支援難病患者、家族、関係機関からの聴取

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1100 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
精神保健福祉指導基礎票　索引簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

精神保健福祉相談記録等の管理のために利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５最終記録年度

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

精神保健福祉相談等の対象者

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

所在地

〒946－0004　魚沼市大塚新田116-3

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
精神保健福祉相談の対象者、家族及び関係機関からの聴取、医療機関からの届出

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1101 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
精神障害者保護申請等整理簿兼措置入院者台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

入院措置に係る事務取扱を管理し、県庁主管課へ提出するために利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１受付年度、２受付月日、３保健所名、４精神障害者等の氏名、５精神障害者等の生年月日、６精神障
害者等の住所、７申請・通報者等、８家族等の氏名、９家族等の住所、10家族等の続柄、11診察要否、
12 １次診察指定医、13 ２次診察指定医、14診察結果、15措置入院不要後の処置、16措置入院日、17
措置精神科病院名、18 １次診察までの移送等、19 ２次診察までの移送等、20措置精神科病院までの
移送等、21症状消退届年月日、22措置解除年月日、23措置解除後の措置、24退院後支援計画策定の
有無

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

精神障害者等及び家族等

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

所在地

〒946－0004　魚沼市大塚新田116-3

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
精神障害者等本人、家族、関係機関からの聴取

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）

✔



✔

✔

✔

No 1102 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
自立支援医療（精神通院医療）支給認定者台帳

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

自立支援医療（精神通院医療）受給者証交付のために利用

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１申請区分、２受給者番号、３受診者氏名、４受診者住所、５性別、６生年月日、７被保険者証の記号・
番号、８保険者名、９重度かつ継続の有無、10病院・診療所名、　11病院・診療所所在地、12病院・診療
所電話番号、13薬局名、14薬局所在地、15薬局電話番号、16自己負担上限額、17有効期間、18 ICD-
10コード、19支給要件の確認方法、20治療方針変更の有無、21診断書添付の有無

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

受診者本人

担当課

魚沼地域振興局健康福祉部地域保健課

所在地

〒946－0004　魚沼市大塚新田116-3

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

－

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
受診者本人もしくは保護者からの申請

記録情報の経常的提供先

－

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）



✔

✔

✔

No 1103 行政機関等の名称 新潟県知事 部局名 魚沼地域振興局

個人情報ファイルの名称
土地改良区役員・職員名簿

利用に供される事務をつかさ
どる組織の名称

魚沼農業振興部庶務課農用地係

土地改良区の指導・検査業務の参考とするため

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

１ 氏名、２ 性別

含む 含まない要配慮個人情報が含まれると
きはその旨

記録範囲

土地改良区役職員

担当課

魚沼農業振興部庶務課農用地係

所在地

〒946-0004　新潟県魚沼市大塚新田91-4

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

法第60条第２項１号（電算処理ファイル）

法第60条第２項２号（マニュアル処理ファイル）
個人情報ファイルの種別

慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供

個人情報の収集方法
土地改良区からの提供

記録情報の経常的提供先

━

有 無
政令第21条第７項に該当する
ファイル

備考

個人情報ファイル簿（１０００人未満）


